
令和 5年 3月 16日

保護者 各位

豊見城市立長嶺小学校
校 長  桑江 常勝

(公印省母各)

春休みの過 ごし方について

陽春の候、保護者の皆様におかれましては、ご健勝のこととお喜び申し上げます。

また、平素より本校の教育活動にご理解 とご協力を賜 り、感謝いたします。

さて、3/22(水 )で今年度の教育課程を修了 し、3/23(木 )か ら春休みに入 ります。

(6年生は、3/17(金 )卒業式①3/18(土)か ら春休み )

学校では、児童が安全で充実 した春休みを過 ごせるように指導を行います。ご家庭でも

下記の事項について、お子様 とご確認の上、新年度に向けた準備等もしていただきますよ

うご協力お願いいたします。

1 生活面 。健康面
○ 一 日の生活 リズムを大切に規則正 しい生活をしましょう。(早寝 。早起き 。朝ご飯 )

○ うがい、手洗いを励行 させましょう (特に外出先から帰宅 した際等 )

○ 風邪や感染症予防のために、手洗い 。うがい 。マスク着用、部屋の換気、不要不急

な外出を避ける等、 3密 を避けながら健康管理に努めましょう。

安全面
○ 道路を横断する際は、絶対に 「とび出し」をせずに、必ず止まつて、右・左・右 と

安全を確かめ、車が来ないことを確認 してから渡るようにさせてください。

① 自転車に乗る時は交通ルールを守って安全に乗るようにご指導 ください。
「交差点では必ず一時停止をする」「スピー ドを出さない」「ヘルメッ トを必ずかぶる」
「交通量が多い道路では乗 らない」

○ 火遊びや子供だけの水辺の遊び、危険な場所での遊びをしないようにご指導 くだ

さい。
O 遊びに行 くときは、「いつ」「どこへ」「だれ と」「なにをしに」「何時までに帰るか」

を家の人に必ず伝えるようにご指導 ください。

○ シヨンピングセンターやゲームセンター等へは子供だけで行かないように確認、

声かけをお願い します。
○ スマホ 。携帯電話等のネ ットに関する被害が増えています。気をつけてください。

また、ご家庭で利用時間等を決め、長時間利用することがないようにしてください。

○ 不審者から自分の身を守る その他の事件・事故防止についても日頃から家庭

記

2

で の
△

ヤ｀

と、

い 「いかの し を さい。

3 その他

※ 4月 10日 (月 )始業式は式服で参加 となります。

※ 給食は通常通 りあります。
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矢日らない人について∈)(Dない。
知 らない人の車に② らない。

〇 おきな声で 「助けて」 と叫ぶ。

① ぐににげる。

おとなの人に○ らせる。
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0青 少年 に規則正 しい生活習慣 (早 寝・早起 き。朝 ご飯 )を

●県民 みんなで青少年の漂夜 はいか いを防止 しま しょう

沖縄県。沖縄県警察。沖縄県教育委員会・(社 )沖縄県青少年育成県民会議

をの腰ガ.澪夜曽華のコンピ
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学校でのいCハ 1こ 1悩 んすごら、「け画こな友迄がヽヽにら、

、ヽつでも吉舌亡P耳ヨくよ

な や み し1おう

各教育委員会等によつて運営されている、全国共通のダイヤルです。

以下の相談ダイヤルも開設しております。状況に応じて活用してください。

缶都道府県警察本部に
よる少年相談窓ロ

(右 のQRコ ードから近くの

窓□を調べられます )

児童虐待かもと思つたら

a189番
(児童相談所全国共通ダイヤル )

子どもの人権110番
函コ0120‐ 007‐110
(通話料無料、法務局職員または

人権擁護委員による相談窓□ )

趣
無料になりました

語料

内閣府 警察庁 法務省 文部科学省 厚生労働省

斡



や
っ
た
Ｉ
♪

ψ
う・

，

　

葬

自分の八ダカW
ハちゃんも遂つて

'

え

っ
′
・

Fり
、

癖］尋繰ф

動画をあげていたらフォロワーが
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SNSで知り合つた友達と、写真のやりとりをしていたら…
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ゲーム内で同学年の友達ができた 日記燎爺ζ頂獣塞饒
そのまま閉じ込めら1'とてしまった !

切な自分 大切な誰
日13ひ乏ク     酌

スマホゲームで仲良くなつた同い年の子に会いに行つたら…
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会つたことのない人と

子供だけで会うのはダメ !

会つたことのない人に

名前や住所を教える

のlよダメ!

伸良しの友運でも

標め彗童ゃギ著蓑の
写真を送つてlよダメ!

SNSやゲームアプリでの

出来事を、親にナインョに

するのlよダメ!



被密児虫(11320人 )の

字H脱別岩1合

保護者の
かたヘ

児童ポルノ事犯の被害児童学職別・被害態様別の割合

親当寃量が撃儘飼劃答では旨穫整が婁多でぁるが、ポ学生の被害は筆H饂
傾向にある。

被密児重(11320人 )の

被客態標別lJ合

低年齢児苗(211人 )の

被督態様別著」合

×]「児童が自らを撮影した画像に伴う被害」は、たまされたり、脅されたりして児童が自分の裸体を

撮影させられた上、メール等で送らされる形態の親善をいう。

※2「淫行行為」は、準勤建勤態こ首鋭霜謝解 言為)」 をいう。

被害児童の約9割が、被害時にフィルタリングを利用していませんでした。フィルタ

リングには、子供の年齢等に応じて利用時間を設定したり、アプリケーションの利

用を個別に許可または制限することができる機能もありま魂 また、携帯電話機だ

けではなく、タブレット端末や携帯ゲーム

機筆の享秩が莉掃する糧誰にだじた彊栃
な管理が重要で魂 子供に携帯電話機等

を持たせる場合は、子供を犯罪から守る

ためにも、保護者の皆様が積極的にフィル

タリングの設定をしてあげましょう。

被害防止のためのマンガや動画を箱分
https://wwW npa gojp/pOHCy_area/nO_Cp/
prevent/matehals htmi

『情義稚ど会の新たな尚畿ど署える
ための教材Jの紹介

httpsi//▼ wヽ″W yo(〕 tube conn/ptayliSt?list=

PLGpGsGZ81+相 bAOd2～ 4u_l｀ ′lx―BCn13(ユywE)I

ID、 パスワードの適切な利用・管理について教えてあげて下さい。

0宕 詩や誕生日といった推測されやすしVヽスワードは使わない。

0授窪であつてもパスワードは、教えない。

()記入のID。パスワードは、
犯罪になる場合があるので、

絶対に使わない。

ヽ`

(親としての )鰯
保護者が子供のライフサイクルを見通して、その発煙

段階に応じてインターネット利用を適切に管理する

こと(fペアレンタリレコントロール」)が大切です。

A由為では字決が婆整 Iと姿なしてネットを利用でき

るように親子のルールづくりやペアレンタルコント回

―ル等が紹介されていま現

保護者向け醤及善発リーフレット察
httpsi//ヽ ハツヽかv′ おヽ/8 cao 9oも p/youth/kankyou/

irRterrlet_use/1eaflet htmi
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「Twmer」 に起因する装讐党望象が約4割を占めるとともに、lnstagram」
「¬kTok」「KoeTomo」 に記山する勤 の患催卦鍵聾駁んヽ動 してぃる。
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令和 2年中 (全被害児重数 ]′ 819人 )

翻 3℃97

拳れ男軍下醒錦倦党至致2,082次 )

保護者の
かたヘ

フィルタリングは必ず設定しましょう!!
保護者の
かたヘ

保護者の
かたヘ

保護者の皆様のと指導が、子供を犯罪から守ります !

●讐芸斤webサィト子狭の嵯渡善鴬癸

●支称縛 各のYoutube答弐サイト

親子で見てもらいたいサイトの紹介
かたヘ

保護者の

コントロール

●丙百詩ホームページ

保護者の
かたヘ

『ペアレンタルコントロールJの活用

磋ず善に的して磁んでいる、諮を聞いてほしいときの肩談態白(ミ商箇称〕

ONPO法人ぱっぶす 穫称発 :24B鶉 365暫、いつでも)

認て1050口3177‐5432(道名苛)

■メールによる箱象メールアドレス:paps@papsttp.Org

■サイトURL:https://wWW.paps」 p

)口 ったときの相談窓口 (

●ぴったり相談窓日寝麗』
ギ決の性桜讐導に簡する稲歌態色繁偽webサィト
h ttpsア /vvャVW n,a gcJp/bureatys9rO,切 俺 /Syo¬ er]/ennaぃ ndeX ntml

●嘗秦肩談尊珀言語盆 #9110

●24時間子供SOS舛ヤル寝観目
いじめで困ったり、自分や友達の安全に不安があつたりしたら、すぐに電話を 1

て10120… 0‐78310健岳決業為)

0性犯罪・性暴力被害者のための

ワンストップ支援センター
(全国共通番号 )

▲最寄りの警察本蔀の相談窓口につながります。

(A― 卜 さ ん )

`Iよ

やくワンストンフ)

0性犯瀑被害相談電話 盆 #8103

Ⅷ

盆 #8891
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上述の法律により、携帯電話事業者には、青少年 (18歳未

満の者)が利用する携帯電話・スマートフオンの契約をす

る場合、保護者からのフイルタリングサービスを不要とす

る申し出がない限リフィルタリングサービスを提供するこ

とが義務付けられてしヽます。       <法 第17条 1頂>

保 護 者 の み な さ ま ヘ

保護者の責務をこ存知ですか?

2009年より『青少年インターネット環境整備法」

が施行されています。この法律では、子供の利用

状況を把握するとともに、発達段階に応じ、フイ

ルタリングソフトを利用するなどの方法により、イ

ンターネットの利用を適切に管理し、活用能力習

得の促進に努めることが「保護者の責務」とされ

ています。      く法第6条1頂 徐議望度務)より>

お子様の安全・適切なインターネット利用環境づ

くりは保護者の役割です。大切なお子様を守るた

め、フィルタリングを解除するか|よ、責任をもつて

慎重なこ判断をお願いします。

フィルタリングの設定に関する携帯電話事業者の義務について

『家族で話そう !」

とイ患人。,孝 〕り杵首吉

毛.きグ拘F孝 町ト
http://9ood― net.lp

ヤQRコ…

鬱
リ

保護者のための

スマートフオン

smatphone security and safety suiSe

0ネ ットでも思いやりを持つて !

e社 会のルールとマナーを守つて !

0受 く使つて、よりよいコミュニケーシヨンを !

「もつとグッドネット」と|よ、一人ひとりが ICTの利用環境につしヽて考え、

よりよいネット社会を作つてしヽきたしヽという思いを表現した合しヽ言葉。

この言票|よ、安心ネットづくり促進協議会が行う普及啓発活動の総称です。

ネツト宣言ドもつとグツ

現実社会同様、子供が保護者のクレジットカードで決済を

してはいけません。保護者のスマ木を貸す際も妻注意 !

■ どんなことに料金が発生するか、子供と一緒に確認。

不必要な決済機能Iよ使えなしヽように設定しましよう !

■ 決済パスワード|よ保護者が入力、誤金の上限設定をする等、

ルールを決めて保護者がしつかり管王堅 !

ルールが
'よ

いと

ゲームのアイテ

話し合つてルールを決める

出のダウンロー

約束を守つてね !

困つた時は相談して !

ボイント0 個人情報を守る

プライベート情報や利用情報が出ほど入つたスマホ。

不正流出も自ら知らせてしまうのも危険、考えて使おう !

■ 個人が特定できる情報Iよ 、うつかり発信しない !

■ 紛失や盗難には、起動時や画面のロックが有効 !

日 本体やアプリはそのまま使わず、設定を見直そう 1

■ アプリ導入の前に規約や注意事項をよく読み、信頼性を確

認しよう !(万が一の際はウィルス対策が有効)

不正アクセス

ウィルス

LⅢ

群

く

スマホの中の情報と
自分自身をしつかり
守つて使おう !

ポイント0 利用料金について



ポイント0 フィルタリングが安心安全の鍵 :

スマホのフィルタリングはX二選多ここH

0

0

悪意の仕掛けがあるようなサイトヘのアクセスを防いでくれる
フィルタリング(レベルの調整可能)|よ、子供の安全利用の鍵です。

0 携帯電話会社が提供する
回線 (電波)の フィルタリング

3Gや 4G等、携帯電話会社の回線 (電波)で

アクセスする際に有効なフィルタリング。

ゲーム機や音楽プレイヤー

学習用タブレットにもフィルタリング

子供が利用するさまざまな機器が、無線 LAN(Wi―Fi)でインターネット

につながります。ゲームの対戦、アイテムや音楽のダウンロード、学習サ

イト等だけでなく、スマホ同様の利用も可能。安全のために|よ フィルタ

リングを !(不嘔用機器の取扱説明書等で確認)

無線 LAN(Wi‐ Fi)に対するフイルタリング

スマホ本体に導入 。設定して使うフィルタリング。

Wi― Fi等、携帯電話会社以外の回線 (電波)でアクセ

スする際にも有効なので安心です。

アプリのフイルタリング

アプリの利用が不安な年齢の子供向けのフィルタリング。

インストール制限、起動制限、時間制限等ができます。

フィルタリングの設定方法

フィルタリングの設定方法 |よ、携帯

電話会社や機種により対応が異な

りますので、詳細な設定方法 |よ販売

店にこ相談下さい。安心ネットづく

り促造協議会ホームページ「青少年

のスマホ利用のリスクと対策」でも

紹介していますので、こ覧くださしヽ。

安心‡ットづくり提遺協議会

httpプ/sp.good単 netttp/
(※ このリーフレットのダクンロー ドも可能です )

■■■ロ
■田■■
■■

函閥

ヽ

インターネット

おさえておきたい ポイント!

ケータイとは比較にならなtiほ ど、侵tl

方も保存情報もt影 太にあるスマ本.

¨
うつかリアクセス

中
●購止と安全な蒸じ需

|二 は,フ ィルタyン ク」が不可欠です。1士

組みを理解bi有害情報に接するリスク

やトララルから子供を守りましょう !

保護者のクレジットカードで自鶴に決

済できるようになつてもれませんか?

こづかいで霙えるプリペイドカードを

使う、決済パスリード|よ保護者が入力

する、決済できるとBょ畏設定をする等、話

し合つてルールを決めましょう |

そもそもスマホつて、
青少年でも安全に使えるの?

スマホを使うときに

気をつけなきゃいけないことは?

それはズバリ、「自分自身を守る」こと。

個人を特定できる情報を見矢llら ぬ人に

与えないよう、ネットヘの書き込みや、

コミュニテイサイトでのやり取りに気

をつけさせ、スマホの紛失や盗難にも

注意を促すことが必要です。

アプリやゲームのアイテム等
利用料金が気になる 。・・


